
「きいちゃんの災害避難ゲーム」貸出要領 

 

１ 目的 

この要領は、和歌山県が所有する「きいちゃんの災害避難ゲーム」（以下「当ゲーム」とい

う。）の普及による防災意識の向上を目的として、当ゲームの貸出について必要な事項を定め

る。 

 

２ 貸出内容 

  貸出を行う内容は、別表１のとおりとする。 

 

３ 対象者 

  防災意識の向上を行うことを使用目的とした下記の者とする。 

（１）県内各市町村 

（２）自主防災組織、自治会 

（３）和歌山県内に在住、在勤、在学のグループ・団体（原則、営利目的で使用する場合を

除く。） 

 （４）その他防災企画課長が特に認めるもの 

 

４ 貸出機関 

  貸出は、別表２に掲げる貸出機関において行う。 

 

５ 貸出方法 

（１）貸出を希望する者（以下「貸出希望者」という。）は、貸出機関に、別紙１の「きいち

ゃんの災害避難ゲーム貸出申請書」を提出するものとする。 

（２）貸出機関は、前項による申請が適当と認められるときは、貸出希望者に対して貸出す

ものとする。なお、同一時期に複数の申請があった場合は先着順とする。 

（３）貸出を受ける者（以下「借受者」という。）は、貸出機関から直接受け取り、使用後は、

速やかに返却するものとする。なお、貸出及び返却に伴う作業は、借受者が行うものと

する。（発送費用は借受人負担） 

（４）当ゲームのみの貸出とし、原則、職員の派遣は行わない。 

 

６ 貸出期間 

  原則として２週間以内とする。 

 

７ 貸出料金 

  無料とする。 

 



８ 損害の負担 

（１）借受者は、当ゲームを不注意により破損、汚損又は紛失したときは、その修繕等に係

る費用を負担しなければならない。 

（２）借受者は、当ゲームに起因することで第三者に対して損害を与えたときは、その損害

を賠償する責めを負うものとする。 

（３）当ゲームの使用により借受者が被った損害に対しては、防災企画課及び貸出機関は一

切その責めを負わないものとする。 

 

９ 遵守事項 

  借受者は、次の事項を遵守しなければならない。 

（１）解説書を基本として、ゲーム参加者等に対して地震・津波災害時の避難対策及び円滑

な避難所運営に必要なこと等についての解説を行うこと。 

（２）当ゲームを使用して、原則、営利目的の活動を行ってはならない。 

（３）当ゲームを使用して、和歌山県が特定の個人、政党、宗教団体を支援し、もしくは公    

認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがある活動をしてはならない。 

（４）当ゲームを使用して、和歌山県の品位を傷つけ、又は正しい理解を妨げるおそれのあ    

る活動をしてはならない。 

（５）当ゲームを第三者に転貸してはならない。 

（６）当ゲームを使用する際は、破損、汚損又は紛失することのないよう細心の注意をもっ

て取り扱うとともに、使用後は破損等がないか必ず確認すること。また、破損等があっ

た場合、直ちに貸出機関に申し出ること。 

 

 附則 

  この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

  



 

別表 1 

貸出アイテム 貸出数 内容・規格等 

きいちゃんの 

災害避難ゲーム 

原則 10 セット 

を上限とする 

外箱（約 330×240×35mm） 

（内容物） 

共通アイテム 

 プレイボード×1／取扱説明書・解説書×1 

ゲーム 1 津波から逃げ切ろう！アイテム 

 サイコロ×1／防災ポイントマーカー×1／津波マーカー

×30／自宅カード×6／避難路カード×11／避難場所カー

ド×3／持出品カード×17／事前準備カード×10 

ゲーム 2 みんなで協力して避難所運営しよう！アイテム 

運営ポイントマーカー×1／モヤットマーカー×30／その

他マーカー×19／避難所運営カード×39／班長カード×8 

 

 

別表 2 

貸出機関 電話 ＦＡＸ 

〒640-8585 和歌山市小松原通 1-1  

海草振興局 地域振興部 総務県民課 
073-441-3436 073-432-7837 

〒649-6223 岩出市高塚 209 

那賀振興局 地域振興部 総務県民課 
0736-61-0005 0736-61-0007 

〒648-8541 橋本市市脇 4-5-8 

伊都振興局 地域振興部 総務県民課 
0736-33-5004 0736-33-4914 

〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅 2355-1 

有田振興局 地域振興部 総務県民課 
0737-64-1257 0737-64-1256 

〒644-0011 御坊市湯川町財部 651 

日高振興局 地域振興部 総務県民課 
0738-24-2936 0738-24-2906 

〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘 23-1 

西牟婁振興局 地域振興部 総務県民課 
0739-26-7906 0739-26-7962 

〒647-8551 新宮市緑ヶ丘 2-4-8 

東牟婁振興局 地域振興部 総務県民課 
0735-21-9606 0735-21-9636 

 

 


